
第53回定時株主総会招集ご通知における
インターネット開示事項

　

業務の適正を確保するための体制及び運用状況
連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

（令和元年11月１日から令和２年10月31日まで）

　

　

　

株式会社ティビィシィ・スキヤツト
　

業務の適正を確保するための体制及び運用状況、連結注記表及び
個別注記表につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に
基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより株主の皆様に提
供しております。
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況
（業務の適正を確保するための体制）
当社は、上記の体制に関し、取締役会において次のとおり決議しております。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．当社が社会的信頼と責任を果たす企業集団であるためには、全役職員が、コンプライアンスの徹底が経
営の最重要課題であることを認識し、高い倫理観に基づいて職務執行し、公正かつ透明性の高い経営体
制を確立する。

ｂ．法令遵守体制の監視及び業務執行の適正の確保を目的として、取締役社長直轄の組織である内部監査室
を設置する。内部監査人は、法令及び当社規程等に従い各業務の執行を定期的に監査し、その結果を取
締役社長へ報告を行い、かつ問題のある事項については、該当部署へ改善要請を行う。

ｃ．コンプライアンス体制の整備を行い、全従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守の上社会
的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図る。

　
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．取締役の職務執行に係る情報の保存管理は、法令及び社内規程等に則り適切に保存・保管を行う。
ｂ．経営に関する重要情報は、閲覧権限の明確化と周知徹底を実施し、また、社内規程等により情報漏洩の
場合の責任及び懲罰について定める。

　
（3）損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ａ．当社は、リスク管理規程及び事業継続プログラムにより、当社の経営に重大な影響を与えるような事案
が発生した場合は、取締役社長または取締役を責任者とし、損失を最小限に抑えるとともに早期の原状
回復に努める。

ｂ．当社の業務執行に係るリスクに関して、予見されるリスクの分析と識別を行い、全社のリスクを網羅
的・統括的に管理する。

ｃ．内部監査人による内部監査を定期的に実施し、その結果について取締役社長へ報告することで、リスク
の現実化を未然に防止する。また、損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容につい
て直ちに取締役社長に報告し、速やかな改善を促す。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
ａ．定例の取締役会を毎月１回開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、適切な

業務執行が行える体制を確保する。
ｂ．取締役の業務執行に関する権限及び責任は、組織規程及び職務権限規程により責任と権限を明確化し、
適正な管理水準を維持する。また、取締役は、経営計画及び事業予算の各項目に関し、達成状況及び展
開状況を管理し、業績への責任を明確にするとともに、業務効率の向上を図る。

　
（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社取締役又は監査役として当社の役員を派遣し、子会社

の業務運営を定常的に監督する。子会社の業務執行は、関係会社管理規程により当社経営管理本部によ
り管理を実施する。

ｂ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確保するため、子会社取締役
は、重要な経営情報を、情報の重要性を鑑み、当社取締役会、経営会議、及び事業会議のいずれかにお
いて報告する。

ｃ．当社の内部監査担当者は、監査役と連携し、内部監査規程により子会社の業務運営に関して内部監査を
実施し、企業集団における業務の適正及び経営リスクの軽減を確保する。

　
（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ａ．監査役は監査役会規程により、必要に応じ監査役の職務を補助する使用人を置くことができ、この使用
人の指揮権は監査役が有し、取締役の指揮命令に服さない。

ｂ．監査役の職務を補助する使用人の人事は、事前に取締役と監査役が意見交換を行い、監査役会の同意を
得て決定する。

　
（7）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
ａ．取締役は、当社に重大な損失を及ぼすおそれのある事項及び違法又は不法行為を認知した場合は、法令
に従い直ちに監査役に報告する。

ｂ．監査役は、取締役会等の業務執行の重要な会議に出席し、重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実のほ
か、会議の決定事項、内部監査の実施状況等の報告を受け意見を述べるとともに、主要な稟議書を閲覧
する。

ｃ．監査役は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役、内部監査人及び使用人か
ら定期的に受けるほか、必要と判断した事項については説明を求めることができる。

ｄ．監査役監査の実効性を確保するための体制として、取締役及び使用人（子会社取締役及び使用人を含
む）が監査役に報告したことにより当該事項を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。さ
らに、監査役の職務の遂行において生ずる費用の前払い、償還の手続き及びその他の当該職務の遂行に
おいて生ずる費用、債務の処理に係る事項を整備する。

― 2 ―

2020年12月19日 11時16分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



　
（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査業務の遂行にあたり、内部監査室と緊密な連
携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。

ｂ．監査役は、会計監査人と定期的な会合、往査への立合いのほか、会計監査人に対し監査の実施経過につ
いて適時報告を求める等、監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。

ｃ．監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、会社の課題、取り巻くリスク及び監査上の課題等に
ついて意見交換を行い、相互認識と信頼関係を確保する。

　
（9）財務報告の信頼性確保のための体制
ａ．財務報告の信頼性の確保及び適正な財務諸表を作成するため、取締役会において財務報告に係る運用基
本方針を定める。

ｂ．財務報告の信頼性と適正性を確保するため関係諸法令に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整
備し、その維持・改善に努める。

　
（10）反社会的勢力の排除に関する体制

ａ．反社会的勢力排除に向けた基本方針により、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢
力に対し、組織的な対応と毅然とした姿勢で臨み、不当要求等を拒否し、反社会的勢力と関係を一切持
たない。

ｂ．平素より外部専門機関等の情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連
絡を取り、組織全体として速やかに対処する。

ｃ．この基本方針を役員及び従業員全員に周知徹底し、反社会的勢力との接触を事前に防止できる体制を構
築する。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会を毎月１回以上開催し、絶対的決議事項のほ
か決定すべき重要事項を協議しており、内部統制を確保しております。取締役会には、監査役全員が参加して
必要適切な意見を述べております。
監査役会は、同様に毎月１回以上開催し、常勤監査役が実施した取締役の職務執行状況の報告を含め協議
し、内部統制を実施しております。
さらに、経営会議を毎月１回開催し、全取締役、常勤監査役及び経営幹部が参画し、内部監査人から監査指
摘報告及びフォローアップ報告を受け、内部統制の確保及び運用状況の確認を行っております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
・連結子会社の数 ２社
・連結子会社名 ＴＢＣシルバーサービス株式会社

ＶＩＤ株式会社
　
２．持分法の適用に関する事項
該当する会社はありません。

　
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　
４．会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産
① 商 品 総平均法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）
② 仕掛品 個別法による原価法（収益性低下による簿価切下げの方法）

　
（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ３年 ～ 50年

その他 ２年 ～ 18年
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②無形固定資産（リース資産を除く）
ａ．ソフトウエア
市場販売目的ソフトウエア 見込み販売数量に基づく償却額と、販売可能見込期間（３年）に

基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しており
ます。

自社利用ソフトウエア 社内における利用可能見込期間（３～５年）に基づく定額法を採
用しております。

　
ｂ．のれん
８年間の定額法により償却しております。

ｃ．その他無形固定資産
定額法を採用しております。

　
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　
（3）引当金の計上基準

①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　
②賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度

に帰属する額を計上しております。

③受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において損失の発生が見込まれ、かつ

その金額を合理的に見積もることが可能な受注案件について、その損失見込額を計上しております。
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④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく支給見込額を計上しておりま
す。
当社は、平成30年１月30日開催の第50回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴
う打ち切り支給を決議いたしました。その支給の時期は各取締役の退任時とし、具体的な金額及び支
給の方法等の決定は、取締役会に一任することが決議されました。このため、当該支給見込額につい
ては、引き続き役員退職慰労引当金に計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
　

②消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
連結貸借対照表
１．前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「受注損失引当金」（前連結
会計年度5,563千円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記してお
ります。

２．前連結会計年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めておりました「ソフトウエア仮勘定」
（前連結会計年度60,794千円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲
記しております。

（追加情報）
（新型コロナウイルス感染症の影響について）
新型コロナウイルス感染症は経済活動全般に影響を与えており、当社グループにおいても、各事業によ
って影響は異なり、新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測することは困難であります。その
ため新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間続くものと仮定し、会計上の見積りを行って
おります。
なお、新型コロナウイルス感染症が一層拡大した場合には、翌期以降の財政状態及び経営成績に重要な

影響を及ぼす可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越限度額 600,000千円
借入実行額 200,000千円
差引額 400,000千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 1,820,000株 －株 －株 1,820,000株
　
２.自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 375,104株 39株 －株 375,143株
(注) 普通株式の自己株式数の増加39株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

令和元年12月25日
取締役会 普通株式 37,567 26 令和元年10月31日 令和２年１月30日

　
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議 配当の原資 株式の種類
配当金の
総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

令和２年12月25日
取締役会 利益剰余金 普通株式 28,897 20 令和２年10月31日 令和３年１月28日
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については基本的に
銀行借入による方針です。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行わな
い方針であります。

　
（2）金融商品の内容及びリスク

営業債権である売掛金は、一連の正常な営業循環過程で発生するものであり、顧客の信用リスクに晒
されております。
営業債務である買掛金等は、そのほとんどが２ケ月以内の支払期日であります。
借入金は設備投資を目的とした資金であり、償還日は決算日後、最長で８年後であります。これは、

金利変動のリスクに晒されております。
　

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
当社は、債権管理規程に従い、営業債権については各事業の業務管理担当が、主要な取引先を定期的
にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を確認するとともに、回収懸念債権の早期把握や軽減
を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っておりま
す。

　
②資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、毎月経営管理本部長が経理部から資金繰り実績の報告を受けるとともに、手許流動性が適切
に維持されているかを検討するにあたり、流動性比率及び当座比率の動向に注意をし、流動性リスクを
管理しております。連結子会社においても同様の管理を行うとともに親会社への報告を実施しておりま
す。

③市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社グループの借入金は、すべて変動金利によるものですが、借入の償還日までの金利上昇に対する
リスクは、常に市場の金利動向に注意を払い、定期的に把握された金利を管理し、その変動に対するリ
スクヘッジを講じます。

　
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格のない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
令和２年10月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）現金及び預金 1,574,769 1,574,769 －

（2）売掛金 236,320 236,320 －

貸倒引当金 ※ △280 △280 －

236,040 236,040 －

資産計 1,810,809 1,810,809 －

（1）買掛金 49,197 49,197 －

（2）短期借入金 200,000 200,000 －

（3）未払費用 138,081 138,081 －

（4）未払法人税等 24,693 24,693 －
（5）長期借入金（１年内返済予定

のものを含む） 473,240 473,240 －

負債計 885,212 885,212 －

（※） 売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
　
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

負 債
（1）買掛金、（2）短期借入金、（3）未払費用、（4）未払法人税等

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

　
（5）長期借入金

長期借入金はすべて変動金利であり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額に近似してい
ることから、当該帳簿価額によっております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産に関する事項
当社は、栃木県において、賃貸用オフィスビルを所有しております。なお、オフィスビルの一部につい
ては、当社及び子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としており
ます。

　
２．賃貸等不動産の時価に関する事項

　 （単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価

118,338 104,927

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期末時価は、主に、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整
を行ったものを含む。）であります。

　
（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,518円46銭
１株当たり当期純利益 49円61銭

　
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のないもの 移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕 掛 品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
貯 蔵 品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３年 ～ 50年

構築物 10年 ～ 20年

工具、器具及び備品 ３年 ～ 18年

（２）無形固定資産
ａ．ソフトウエア
市場販売目的ソフトウエア 見込み販売数量に基づく償却額と、販売可能見込期間（３年）に基づく

均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。
自社利用ソフトウエア 社内における利用可能見込期間（３～５年）に基づく定額法を採用して

おります。

ｂ．その他無形固定資産
定額法を採用しております。

― 12 ―

2020年12月19日 11時16分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属す
る額を計上しております。

(３）受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失の発生が見込まれ、かつその金額
を合理的に見積もることが可能な受注案件について、その損失見込額を計上しております。

（４）退職給付引当金
当期末における退職給付債務の見込額（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡

便法による方法により計算した金額）に基づき、必要額を計上しております。

（５）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく支給見込額を計上しております。
当社は、平成30年１月30日開催の第50回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打
ち切り支給を決議いたしました。その支給の時期は各取締役の退任時とし、具体的な金額及び支給の方法
等の決定は、取締役会に一任することが決議されました。このため、当該支給見込額については、引き続
き役員退職慰労引当金に計上しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
貸借対照表
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「受注損失引当金」(前事業年度
5,563千円）については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
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（追加情報）
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
新型コロナウイルス感染症は経済活動全般に影響を与えており、当社においても、各事業によって影響は
異なり、新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測することは困難であります。そのため新型コロ
ナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間続くものと仮定し、会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症が一層拡大した場合には、翌期以降の財政状態及び経営成績に重要な影

響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越限度額 600,000千円
借入実行額 200,000千円
差引額 400,000千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 17,259千円
短期金銭債務 1,241千円

　
（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
① 営業取引
営業収益 3,360千円
営業費用 9,613千円

② 営業取引以外
営業外収益 4,043千円

　
（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 375,143株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 88,224千円
減損損失 31,252千円
未払賞与 15,962千円
役員退職慰労引当金 12,584千円
貸倒引当金 5,153千円
資産除去債務 4,630千円
未払事業税 1,043千円
減価償却超過額 5,658千円
税務上の繰越欠損金 2,837千円
その他 7,464千円
繰延税金資産小計 174,812千円
評価性引当額 △43,686千円
繰延税金資産合計 131,125千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △333千円
未収還付事業税 △971千円
繰延税金負債合計 △1,305千円
繰延税金資産の純額 129,820千円

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,260円50銭
１株当たり当期純利益 19円52銭

　
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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